
 

令和 3年大雪災害における上越市災害義援金配分委員会 

 

次  第 

 

 

と き：令和 3年 4月 26日（月）午後 3時～ 

ところ：上越市役所木田庁舎 3階 301会議室 

 

 

１ 開   会 

 

 ２ 委嘱状交付 

 

３ 挨   拶 

 

 ４ 義援金配分委員会の設置について   資料１ 

 

５ 委 員 紹 介             資料２ 

 

 ６ 委員長及び副委員長の選任      資料３ 

 

（以下、非公開） 

 

７ 審   議 

 

⑴ 配分計画について         議案１、別紙１ 

 

⑵ その他 

  

８ 閉   会 

 

 

 

 



 
 

 

災害義援金配分委員会の設置について 

 

『上越市地域防災計画（自然災害対策編、第 2 部風水害対策、第 3 章災害応急対策計画、

第 50節義援金の受入れ・配分）』に下記のとおり規定 

 

 

⑶ 義援金の配分 

① 義援金配分委員会の設置 

市は、寄託された義援金について、「義援金配分委員会」を組織し、配分計画を決定

する。 

② 義援金配分委員会の構成 

義援金配分委員は、「上越市社会福祉協議会」、「上越市町内会長連絡協議会」、「上越

市民生委員児童委員協議会連合会」及び「その他市長が必要と認める団体」の構成員の

うちから市長が委嘱する委員をもって組織する。 

③ 配分計画 

義援金配分委員会は、義援金受入れ額及び被災状況等を考慮し、義援金の性格を踏ま

え、公平性・迅速性・透明性を確保しながら、配分対象・基準・時期・方法等を定めた

配分計画を決定する。 

④ 配分の実施 

市は、義援金配分委員会で決定された義援金配分方法により、被災者に対し迅速かつ

適正に義援金の配分を行う。 

⑤ 配分結果の公表 

市は、被災者に対する義援金の配分結果について、市長に報告後、報道機関等を通じ

て公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



 
 

 

令和 3年大雪災害における上越市災害義援金配分委員会 委員名簿 

 

 

 

区分 団  体  名 職名 委 員 名 

１号 上越市社会福祉協議会 会長 橋本 眞孝 

２号 上越市町内会長連絡協議会 会長 阿部 利夫 

３号 上越市民生委員児童委員協議会連合会 会長 松本 新一 

 

 

  

資料２ 



 
 

 

上越市災害義援金配分委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 上越市地域防災計画に基づき、寄託を受けた義援金を公平かつ迅速に配分するため、

上越市災害義援金配分委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（設置期間） 

第２条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定

するまでの間、設置する。 

（所掌事項） 

第３条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 義援金の配分の対象及び基準に関すること。 

⑵ その他義援金の配分に関し市長が必要と認めること。 

（組織） 

第４条 委員会は、次に掲げる団体の構成員のうちから市長が委嘱する１０人以内の委員を

もって組織する。 

⑴ 上越市社会福祉協議会 

⑵ 上越市町内会長連絡協議会 

⑶ 上越市民生委員児童委員連絡協議会連合会 

⑷ その他市長が必要と認める団体 

（委員の任期） 

第５条 委員会の委員の任期は、第２条に規定する委員会の設置期間とする。ただし、委員

が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（関係者の出席等） 

第８条 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見

若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

資料３ 



 
 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成１８年５月３０日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１月２３日から実施する。 

 

 


